
任意後見制度

成年後見制度

法定後見制度

判断能力の程度
不十分

成年後見の概要

判断能力があるうちに、自分で
後見人を決めて（⇒公証役場
にて契約）、そのときが来たら
家裁に申立てをして（⇒監督人
選任）、契約が開始する制度。

判断能力が既に不十分な人に
家裁が後見人を選任する制度。
本人・四親等以内の親族・市区
町村長などが申し立てる。

後見人が代理権や同意権
（取消権）を行使しながら
判断能力が不十分な人の
生活を支援する制度
（２０００年施行）

・健康や生活を見守る

・福祉サービスの手配、契約、支払い

・財産の管理、処分

※おむつ交換などの介護、洗濯など

の家事、医療行為に対する同意、

死後の事務などは職務ではない。

十分

理念
・自己決定の尊重
・現有能力の活用
・ノーマライゼーション

例：米を研がないで炊いてしまう
補助人－被補助人

例：５千円札と１万円札を区別できない
保佐人－被保佐人

保佐類型

補助類型

後見類型

例：家族のことを認識できない
成年後見人－成年被後見人

■後見人の主な仕事 ■選任状況（2010年）■手続き費用（概算）

・27,000件超（施行以降約20万件）

・およそ6割が親族、4割が親族以外

※親族以外では、司法書士・弁護士等

職業人や市民などの個人、また

社会福祉協議会やNPOなどの法人が

選任されている。

◎法定後見

・申立て 8,000円程度

・診断書作成 3千円～1万円

◎任意後見

・契約締結 25,000円程度

・監督人選任 7,000円程度

NPO法人市民後見ひょうご主催
成年後見講義資料（2012.2.26）
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補助 保佐 後見

本人の判断能力 ある 不十分 著しく不十分 ない、ほとんどない

長谷川式簡易知能評価スケー
ルの得点目安（３０点満点）

２１点以上 １０点以下程度

６０２件 １，１９７件 ３，３７５件 ２４，９０５件

後見を申立てることができる人
（申立権者）

申立人と本人との関係※１

申立ての動機※１

本人の男女別・年齢別※１

手続きの場所 公証役場（契約）

手続きの費用
２万５千円程度

（契約）

申立てから審判が出るまでの
審理期間※１

選任され得る人
　任意後見受任者
　（個人でも法人で
　も複数でも可）

選任された人の呼称 任意後見人 補助人 保佐人 成年後見人

 成年後見人等と本人との関係
 ※１

選任された場合の本人の呼称 （委任者・本人） 被補助人 被保佐人 成年被後見人

監督人の呼称（法定後見の場
合つかないこともある）

任意後見監督人 補助監督人 保佐監督人 成年後見監督人

監督人になり得る人

２０１０年の申立件数※１

申
し
立
て
に
関
す
る
こ
と
･
･
入
り
口
･
･

 男性４０.０％、女性６０.０％、年代別男女（20代 4.0％・1.4％、30代 5.6％・1.9％、
 40代 7.9％・3.2％、50代 11.0％・4.6％、60代 15.8％・7.7％、70代 22.8％・22.0％、
 80代以上 32.6％・59.1％）

　　親族58.6％（子28.8％、兄弟姉妹8.8％、配偶者5.7％、
　　親4.4％、その他親族10.9％）、親族以外41.4％
　　（司法書士15.6％、弁護士10.2％、社会福祉士8.9％、
　　法人3.4％、知人0.5％、その他2.9％）

※１は、最高裁資料「成年後見関係事件の概況－平成２２年１月～１２月－」をもとに作成

法定後見

  家裁が決めた人
 （聞くところによると弁護士、司法書士、社会福祉士、社会福祉協議会、等が多い）

■後見のポイント　その１

家庭裁判所（審判）

１万５千円程度（鑑定なし）、１０万円程度（鑑定あり）

        １ヶ月以内（全体の48.9％）、１～２ヶ月（26.2％）、２～３ヶ月（11.8％）、
        ほか（６ヶ月以上2.3％）

任意後見

２０点⇔１０点

３０，０７９件

本人、配偶者、四親等までの親族、市区町村長、任意後見受任者、その他

      本人６．５％、配偶者８．１％、子３７．１％、兄弟姉妹１４．４％、親６．６％、
      市区町村長１０．３％、ほか

      財産管理処分５３．８％、身上監護２０．８％、遺産分割協議９．５％、
      介護保険契約７．３％、訴訟手続２．６％、ほか

 申立ての際に候補者にした人、家裁が決めた人
（個人でも法人でも複数でも可。20歳未満の人、極端にお金
のない人、本人との利害関係が密な人、本人と仲が悪い人、
被告人になっている人などは選任されないと聞く。）

参考：『成年後見制度が支える老後の安心』　　宮内康二(著)
　       株式会社小学館(発行)　2010年　ｐ62・63
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補助 保佐 後見

選任された人の義務

おもな仕事

留意点

同意権を行使できる範囲 同意権はない
 重要な法律行為の
 一部※２

　重要な法律行為
　※２

日常的な法律行為
を除く全ての法律
行為

代理権を行使できる範囲
　契約で約定した
　行為

すべての法律行為

後見人に対する報酬

　自分で決める
　（聞くところによる
　と月3,000円～
　100,000円）

監督人に対する報酬

後見活動にかかった費用

後見人が変わるとき

後見人を変えたいとき

後見が終わるとき

後見が終わるときの仕事

　　　　　　本人の資力と余命と今後の生活費などに鑑み家裁が決定する
　　　　　　（聞くところによると月5,000円～20,000円）

後
見
人
と
し
て
の
仕
事
･
･
就
任
中
及
び
終
了
・
・

本人の生活を見守ること、本人の意思を尊重すること

生活・療養看護・財産に関する手配・契約・支払いなど、家裁に対する業務報告
（年１回程度）　※おむつ交換や食事をつくるなどの介護や家事は義務ではない

後見人＝保証人ではない（後見人は本人の代理人）、医療に関する同意はできな
い（理解を示すことはできる）、本人が住むところは決められない、本人の婚姻関係
等は決められない、家を売る等の大きな取引は家裁に聞いてからにする、本人が
死亡してからの代理はできない、など

やむを得ない理由で後見ができず辞任するとき、不正な行為等を起こし家裁に解
任されたとき（家裁に解任された後見人はその後、誰の後見人にも監督人にもな
れない）

　　　　　　　　　　   監督人や家裁に変えたい理由をアピールする
　　　　　　　　　　   （よほどのことがないと変わらない）

本人が亡くなったとき、家裁により後見開始の審判が取り消されたとき

　　　　本人のお金に関する総決算、後見終了の登記、相続人へ財産引渡し、
　　　　家裁への報告（２ヶ月以内）

参考：『成年後見制度が支える老後の安心』　　宮内康二(著)
　       株式会社小学館(発行)　2010年　ｐ62・63

・元本を領収し、又は利用すること。
・借財又は保障をすること。
・不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
・訴訟行為をすること
・贈与、和解又は仲介合意をすること。
・相続の承諾若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
・贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込を承諾し、又は負担付遺贈を承諾すること。
・新築、改築、増築又は大修繕をすること。
・建物は３年、土地は５年の期間を超える賃貸借をすること。

※２（重要な法律行為）民法１３条１項

家裁により認められた特定の法定行為

　   報酬の付与を家裁に申立てると、本人の資力と余命と
　   今後の生活費などに鑑み家裁が決定する
　   （聞くところによると月20,000円～100,000円）

交通費、電話代など家裁に証明して許可を得る

任意後見
法定後見

■後見のポイント　その２
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〒 -

（ ） （ ）

（ ）

〒 -

〒 -

（ ） （ ）

- 1 -

※病院や施設の場合は所在地と名称を記載してください。

人 　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日生

※ 　太枠の中を記入してください。

いる所

実際に

　該当する部分の□にレ（チェック）を加え，（　　）に該当する事項を記入してください。

電話

申
　
　
　
　
立
　
　
　
　
　
人

ふ り が な

氏　　　 名

勤務先名

本

住んで

本　　　 籍

住　　　 所

携帯

　　申　立　人　の

府　県

府　県

　□　本人　　□　配偶者　　□　親　　□　子　　□　兄弟姉妹　　□　その他の親族（続柄           

　　署　名　押　印

都　道

都　道

本人との

関係

職　　　 業

職　　　 業

ふ り が な

本　　　 籍

氏　　　 名

受付印

　神戸家庭裁判所

　　　　　　　　　　　　　　　　御中

　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　収　入　印　紙　　　　　　　　　　　　円

　予納郵便切手　　　　　　　　　　　　円

　予納登記印紙　　　　　　　 ４０００円

印

住民票上

の住所

電話 携帯

勤務先電話

（※　裁判所名で電話しても　　よい　・　差し支える）

　□　法定後見人等　　□　任意後見人等　　□　検察官　　□　市町村長

　　又は記名押印

　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日生

補助 ）

　保佐又は補助開始＋代理権のとき　　　　　　　　　　　　　　　　１６００円分

　保佐又は補助開始＋同意権＋代理権のとき　　　　　　　　　　２４００円分

（この欄に収入印紙を貼る。）

　後見又は保佐開始のとき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８００円分

　保佐又は補助開始＋同意権のとき　　　　　　　　　　　　　　　　１６００円分

開 始         申 立 書（ □ 後見 □ 保佐 □
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申立て

の動機

（あてはまる

ものすべてに

チェックしてく

ださい）

電話

関係

申　　　　　　立　　　　　　て　　　　　　の　　　　　　趣　　　　　　旨

本人について（□　後見　□　保佐　□　補助）を開始するとの審判を求める。

申　　　　　　立　　　　　　て　　　　　　の　　　　　　実　　　　　　情

携帯

　□　財産の管理

　□　預貯金の払出し，解約

　□　保険金の受領

候補者について

　□　申立人の選任を希望（下記候補者欄は記載不要）

　□　遺産分割

　□　交通事故の示談など

　□　不動産処分（□　売却　□　賃貸　□　抵当権の設定　□ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　□　施設（病院）入所（入院）の契約締結

　□　裁判所の手続（□　相続放棄　□　訴訟　□　調停　□　自己破産　□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　□　訪問販売等の契約の取消し

　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（具体的な事情を記載してください。）

候
　
　
　
補
　
　
　
者

住　　　 所

　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日生
氏　　　 名

本人との 　□　本人　　□　配偶者　　□　親　　□　子　　□　兄弟姉妹　　□　その他の親族（続柄           

　□　下記候補者欄記載の者の選任を希望

　□　弁護士　　□　法人　　□　司法書士　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふ り が な

　□　裁判所の選任する第三者を希望（下記候補者欄は記載不要）
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※

※

　

※

※

- 3 -

同意権は必要

最小限のもの

に限られます

に限られます

として，本人

代理権

付与される

代理権は必要

次の（□　代理権　□　同意権）を付与するとの審判を求める。

申　　　　　立　　　　　て　　　　　の　　　　　趣　　　　　旨

が必要です

　

付与の前提

補助開始の場合

付与の前提とし

て，本人の同意

同意権

付与される

の同意が必要

です

最小限のもの

（□　代理権　□　同意権）付与申立書

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　平成　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　※　この欄は，①「保佐開始」と同時に「代理権付与」の申立てもする場合と，

※　このページは，後見開始の申立ての場合は不要です。

　　　　　　　　　　　 保佐開始の申立ての場合は必要なときだけ記載してください。

　　　　　　　　　　　 補助開始の申立ての場合は必ず記載してください。

本
　
人
　
の
　
同
　
意
　
欄

　　　　　　　　　　②「補助開始」の申立てをする場合に，

　　　 必ず本人に記載してもらってください。（ただし，本人が申立人の場合は不要。）

　私は，この申立てをすることに同意します。

　　本人（署名）

別紙代理行為目録記載のとおり

下記のとおり

保
佐
の
場
合
※

民法
13条
１項
以外

補
助
の
場
合

別紙同意行為目録（補助用）記載のとおり
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代理行為目録（保佐・補助用）

（※本人に代わって行う必要がある行為の□欄にレ チェック を付けてください ）( ) 。

□１ 本人に帰属する預貯金に関する取引（預貯金の管理，振込依頼・払戻し 口座，

の変更・解約等）

□２ 預貯金口座の開設及び当該預貯金に関する取引

□３ 年金，障害手当金及びその他の社会保障給付の受領

□４ 保険金の請求及び受領

□５ 保険契約の締結，変更及び解除

□６ 介護契約，福祉サービスの利用契約及び福祉関係施設への入所に関する契約の

締結・変更・解除及び費用の支払

□７ 医療契約及び病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払

□８ 日用品の購入その他日常生活に関する取引

□９ 日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入

□10 不動産の購入，管理（家賃・地代等の受領を含む ）及び処分。

□11 家賃・地代の支払

□12 賃貸借契約の締結，変更及び解除

□13 負債の返済

□14 公共料金の支払，社会保険料等の支払及び税金の申告・納付

□15 遺産分割又は相続の承認，放棄

□16 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立

□17 住民票，戸籍謄抄本，登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書の請

求

（ ）□18 ※

※１から 以外の行為を具体的に記載してください。17

□19 以上の各事務の処理に必要な費用の支払

□20 以上の各事務に関連する一切の事項

以 上
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同意行為目録（補助用）

（民法１３条１項各号所定の行為に限定）

（※補助人の同意を得ることを要する行為の□欄にレ(チェック)を付けてください ）。

以下の行為（ただし，日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く ）。

□１ 元本（現金等）を受け取ったり預け入れること

□２ 借財又は保証をなすこと

□３ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をする

こと

□４ 訴訟行為をすること

□５ 贈与，和解又は仲裁合意をすること

□６ 遺産分割又は相続の承認，放棄をすること

□７ 贈与もしくは遺贈の拒絶又は負担付の贈与もしくは遺贈を受諾するこ

と

□８ 新築，改築，増築又は大修繕をすること

□９ 民法６０２条所定の期間を超える賃貸借をすること

以 上
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